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政策評価委員会の役割

市の総合計画について、

その推進に係る状況を評価検証する。

2

計画の実効性を高めるために、市が行う内部評価に関し、学識経験者

や市民の目線で、その妥当性等を検証する。

地方創生総合戦略及び行財政改革推進実施計画に対する評価について

も、併せて行う。

１
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【参考】会議体の統合

～令和４年度

→

令和５年度～

対象の計画（計画の内容・目的） 推進に当たっての外部の意見聴取

政策評価委員会
総合計画、総合戦略、行革実施計画の

評価検証を行う。

総合計画

（行政運営全般）

なし

（策定時のみ）

地方創生総合戦略

（人口減少克服、地域活性化）
地方創生推進検討会議

行財政改革大綱※

（行政事務の効率化、行政サービス向上）

行財政改革推進委員会

（Ｒ元年度末に廃止済み）

統合のねらい

いずれも行政全般に関する計画であることから、効率的・効果的に進捗管理を行う。

※Ｒ５年度から体系・名称を変更し「行財政改革推進実施計画」としている。

１ 政策評価委員会の役割



行財政改革推進実施計画

内 容：行政事務の効率化、行政サービスの向上

現計画：新座市行財政改革推進実施計画（令和５年度～令和９年度）

地方創生総合戦略

内 容：人口減少克服、地域活性化

現計画：第２期新座市地方創生総合戦略（令和５年度～令和９年度）

評価の対象とする三つの計画

4

総合計画

内 容：行政運営全般
現計画：第５次新座市総合計画（令和５年度～令和１４年度）

２
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市が目指すべき将来都市像や、まちづ

くりの基本的な方向性などについて、

総合的かつ計画的に定めるもの。

福祉、教育、都市基盤整備などの各分

野における計画の策定や推進、具体的

な諸施策の推進は、全て総合計画に基

づいて行われる。

２ 評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー
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評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー２
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評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー２
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評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー
未来もずっと 暮らしに「プラス」が生まれる

豊かなまち 新座

２
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評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー

第５次新座市総合計画 前期基本計画

２
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【参考】第５次新座市総合計画 前期基本計画 冊子の見方

施策

ＫＰＩ
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評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー

総合計画の
進行管理

PlanDo

Check Action

事業の実施
４月～

検証と評価
（内部評価・外部評価）

～９月

事業の見直し
（実施計画の検討・予算要求）

１０月～

立案
（実施計画の策定・予算議決）

～３月

２
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評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー

政策評価

施策評価

事務事業評価

外
部
評
価

内
部
評
価

基本構想（将来都市像）

基本計画（５３施策、ＫＰＩ８２項目）

実施計画（Ｒ５年度当初は３７２事業）

２

行政評価の全体像
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評価の対象とする三つの計画 ー総合計画ー２

次年度事業実施次年度事業実施評価結果の反映・公表評価結果の反映・公表外部評価外部評価内部評価

年度終了
事業完了

新座市政策推進本部で
内部評価実施

内部評価報告書
送付 会議開催

（各課）
事務事業評価
施策評価

内部評価報告書
取りまとめ

資料確認
事前質問

外部評価報告書
作成

外部評価報告書を踏まえた
次年度事業計画・予算案の作成

外部評価における指摘事項に対する
対応方針取りまとめ（報告書）

外部評価とそれに対する
対応方針報告・公表

行政評価の大まかな流れ（案）
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評価の対象とする三つの計画 ー地方創生総合戦略ー

まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２６年１２月策定）

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの

特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指す。

基本目標

• 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする。

• 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる。

• 結婚・出産・子育ての希望をかなえる。

• ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる。

横断的な目標

• 多様な人材の活躍を推進す
る。

• 新しい時代の流れを力にす
る。

策定の経緯 ―国の動き― 地方公共団体に、地方版
総合戦略の策定を、努力

義務として求める。

２
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評価の対象とする三つの計画 ー地方創生総合戦略ー

総人口の推移 人口の見通し

新座市の人口

２

（人）

資料：「住民基本台帳人口」「外国人登録人口」（各年１０月１日現在、新座市） 図表：国立社会保障・人口問題研究所による推計（平成３０年（２０１８年）３月）
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評価の対象とする三つの計画 ー地方創生総合戦略ー

初期の総合戦略

• 第４次基本構想やその基本計画に位置付け
られていた取組の中から、少子化対策、移
住・定住促進、賑わい創出など、地方創生
の取組として効果的と捉えられるものを抽
出して策定

第２期総合戦略

• 特定の分野に注力するのではなく、市政全般にわたる
取組を通じてこそ、選ばれるまちが実現できる

⇒第５次総合計画の前期基本計画と一致させて策定

総合戦略の構成

２
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評価の対象とする三つの計画 ー行財政改革推進実施計画ー３

1 3 5

642

平成６～７年度
市政リストラ対策推進本部

平成８～１２年度
（第２次）行財政効率化大綱

平成１３～１７年度
第３次行財政効率化大綱

平成２３～２７年度
第５次行財政改革大綱

平成１８～２２年度
第４次行財政改革大綱

平成２８～令和２年度
第６次行財政改革大綱

これまでの行財政改革の取組

少子高齢化の
進行

災害の激甚化

完全安心意識
の高まり

高度情報
社会の進展

人口減少
時代の到来

等々

市民ニーズは
ますます複雑多様化

地方自治体を取り巻く環境は
大きく変動
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評価の対象とする三つの計画 ー行財政改革推進実施計画ー２

 経常収支比率が、県内及び全国的に見ても高く、財政の硬直化が進んでいる状況

 改めて長期的な財政見通しを作成の上、財政健全化に向けた今後の方針として策定

二つの目標：経常収支比率※の改善（９５％未満）／財政調整基金※の積増し（３５億円以上を維持）

平成３０年９月 財政健全化方針を策定

 新型コロナの影響により、経済の落ち込みが予想され、今後の財政運営が更に厳しいものにな

ると見込まれたことから宣言を発出

 人件費や各種補助金を始めとした事業全般を見直し、危機的状況の早期打開に取り組む

→ 令和３年度末をもって財政非常事態宣言を解除

（しかしながら、）令和２年１０月 財政非常事態宣言を発出

※「第５次新座市総合計画」Ｐ１８０ 用語解説参照



19

評価の対象とする三つの計画 ー行財政改革推進実施計画ー２

施策１

行政の効率化・

高度化の推進

施策２

健全な財政の確立
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評価の対象とする三つの計画 ー行財政改革推進実施計画ー２

重点的に取り組む事項

現状・課題 

昭和４０年代から昭和５０年代までにかけての人口急増期を中心に整備を進め

てきた公共建築物やインフラが、近い将来に一斉に更新時期を迎えます。厳しい

財政状況の中で、多額の財源を要する公共施設の更新、統廃合、長寿命化は、前

期基本計画期間内におけるもっとも大きな課題の一つとして位置付けられてい

ます。 

また、人口減少社会を迎え、利用需要の変化が見込まれる中、公共施設等の在り

方について、総合的に検討することが求められています。 

取組内容 
公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な改修・改築を進めるとともに、施設

総量の適正化に向けた公共施設の再配置について検討を行います。 

年度別計画 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

再配置の検討 再配置の検討 再配置の検討 推進 推進 

 



今後の会議開催予定（予定）
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１０月 第１回会議（委員会の概要について等）

１～２月 第２回会議（評価方法について等）

令和５年度

令和６年度

９月 第１回会議（外部評価の実施）

２～３月 第２回会議

（行革、外部評価結果の反映状況についての報告等）

令和７年度

９月 第１回会議（外部評価の実施）

３


